
ドナー登録は 2mL の採血から 

 日本で非血縁者間の骨髄移植などを必要と 

している白血病などの患者さんは、毎年少なくとも 2,000 人を数えます。一人でも多くの患者さ

んを救うには一人でも多くのドナー登録が不可欠です。 

 ドナー登録は、約２ｍL の採血で済み、所要時間は 20 分程度です。適合するドナーの方を待ち

望む患者さんにとって、あなたの登録が、大きな希望となります。 

 

 骨髄バンクに関する質問・お問い合わせは （公財）日本骨髄バンク 
  電話 03-5280-1789  骨髄バンク ホームページ  http://www.jmdp.or.jp/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ドナー登録ができる場所  

 ドナー登録は全国各地の献血ルームや保健所など（一部を除く）に窓口があるほか、各地で開催

される登録会で受け付けています。  

 

上越地域では上越保健所でドナー登録ができます  

  上越保健所（上越地域振興局 健康福祉環境部 医薬予防課 保健予防係）  

      •住所：上越市春日山町 3 丁目 8-34 

      •電話：025-524-6134 

      •登録受付日：毎週火曜日 午前 9時から午前 11 時 

      •電話予約時間：午前 8 時 30分から午後 5 時 15 分（平日） 

登録受付希望日の前々日までに電話でお申し込みください。 

 

 

 白血病、再生不良性貧血など、血液の難病に苦しむ人のために骨髄などを提供した人（ドナー）

およびドナーが勤務する事業所等に助成を行っています。 

 

◎対 象 ① ドナー：市内在住で、（公財）日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において

骨髄などの提供が完了し、これを証明する書類の交付を受けた人 

      ② ドナーが勤務する事業所等：ドナー休暇制度を設けており、ドナーの雇用を証明す

る書類を提出できる市内の事業所等（ただし、国、地方公共団体および独立行政法

人を除く）  

 

◎助成額 骨髄などの提供に必要な通院または入院の日数に、次の金額を乗じた額 

      ① ドナー：１日当たり２万円（上限 14 万円）、ただし、ドナー休暇制度がある事業 

所等に勤務する場合は１日当たり１万円（上限７万円） 

      ② 事業所：1 日当たり 1万円を乗じた額（上限７万円）   

 問合せ先 

  上越市 健康づくり推進課 

  上越市木田 1丁目 1番 3号 電話 025-520-5712 

ドナー登録ができる方 
・年齢が 18 歳以上、54 歳以下で健康な方 
・体重が男性 45 ㎏以上／女性 40 ㎏以上の方 


